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大学院学生の入学前既修得単位等の認定に関する取扱要項

平成１７年 ５月１３日 制 定

令和 ４年 ２月２１日 最終改正

１ 京都教育大学大学院連合教職実践研究科規則（以下「研究科規則」という。）第３０

条に定める入学前の既修得単位等の認定（以下「既修得単位等の認定」という。）に関

する事項は，この取扱要項の定めるところによる。

２ 既修得単位等の認定は，大学院（外国の大学院を含む。）において履修した授業科目

の単位（大学院設置基準第１５条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。）

について学生本人の申請に基づき行うものとする。

３ 既修得単位等の認定を受けようとする者は，入学年度の所定の期日までに，次の書類

を教務課に提出しなければならない。

一 既修得単位等認定申請書

二 認定を受けようとする既修得単位の授業内容を記した書類

三 学業成績証明書又は単位修得証明書

四 その他本学が必要と認めた書類

４ 既修得単位等の認定は，教授会の議を経て，学長が行う。

５ 既修得単位等の認定は，研究科規則第３０条第２項の範囲内で，本学で開設している

授業科目の単位数で認定する。ただし，認定しようとする単位数が本学の授業科目の単

位数に満たない場合は認定しない。

６ 既修得単位等の認定は，認定を受けようとする既修得単位の授業内容が本学で開設し

ている授業科目と概ね同一であると認められるものに限る。

７ 既修得単位等の認定された者の学籍簿には，当該授業科目の評価欄に「認定」と表記

する。

附 則

１ この要項は，平成１７年５月１３日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。

２ 入学前既修得単位等の認定に関する取扱要項（平成４年９月１６日制定）は廃止する。

附 則

この要項は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成３０年９月１８日から施行し，平成３０年９月１日から適用する。

附 則

この要項は，令和４年４月１日から施行する。


